
「第二期秋田県再犯防止推進計画（素案）」に関する 

意見募集（パブリックコメント）の実施について 

 

全国の刑法犯の認知件数は、戦後最多となる平成１４年の約２８５万４千件をピークに年々減少

し、令和５年の刑法犯認知件数は約７０万３千件となっています。一方で、刑法犯により検挙され

た再犯者については、平成１８年をピークに、平成３０年には、約１０万人まで減少しましたが、

検挙人員に占める再犯者の割合で見ると、平成３０年には４８．８％、令和２年には４９．１％に

達し、その後減少しながらも、令和５年には４７．０％と、長らく横ばいの状況が続いています。 

令和２年度に「秋田県再犯防止推進計画」（以下「第一期推進計画」という。）を策定し、各市

町村で作成する「地方再犯防止推進計画」の策定推進や、罪を犯した者等の地域生活への定着支援

を行い、県民が安全で安心して暮らせる社会の実現を目指して、総合的かつ計画的に施策を実施し

てきました。しかし、県内の検挙人員に占める再犯者の割合が令和５年には４７．８％と、全国の

割合を上回る状況となっており、引き続き幅広い支援と県民の理解促進の必要性は増しています。 

こうしたことから、「第一期推進計画」の成果と今後の課題を踏まえた、「第二期秋田県再犯防

止推進計画」を策定することとしました。 

つきましては、この計画に対する県民の皆様からの御意見を募集しますので、次によりお寄せく

ださるようお願いします。 

 

１ 計画の名称 

第二期秋田県再犯防止推進計画（素案） 

 

２ 関係資料等の閲覧方法 

県公式ウェブサイトのほか、健康福祉部地域・家庭福祉課（県庁舎 2階）、総務部広報広聴課（県

庁舎１階）、各地域振興局総務企画部で御覧いただけます。 

 

※秋田県公式ウェブサイト「美の国あきたネット」上の掲載場所 

分野別一覧＞ 健康・福祉＞ 社会福祉＞ 地域福祉 

部署別一覧＞ 健康福祉部＞ 地域・家庭福祉課 

 

３ 意見の提出期間 

令和 6 年 12 月 23 日（月）から令和 7 年１月 22日（水）まで 

 

４ 意見の提出方法 

郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により提出してください。（意見書様式別紙） 

 

５ 意見提出の際の留意事項 

意見の提出に当たっては、提出される方の住所・氏名を明記してください。住所・氏名を明記 

していない場合は、提出意見として扱わない場合もあります。 

 

６ 提出された意見の公表 

提出していただいた御意見については、県の考え方を付して内容を公開します。その際、住所・

氏名は公開しません。なお、同種の意見が複数ある場合は整理し、まとめて公表することがあり

ます。 

また、案に対する賛成、反対のみの意見については、そのような意見があったことは公表しま

すが、改めて県の考え方を示すことはしません。 

 

７ 意見の提出先 

秋田県健康福祉部 地域・家庭福祉課 調整・地域福祉チーム 

住 所：〒010-8570 秋田市山王四丁目１－１ 

電 話：０１８－８６０－１３４２ 

ＦＡＸ：０１８－８６０－３８４４ 

メール：chifuku@pref.akita.lg.jp 


